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旧 新 

 
令和７年度 東京都地域職業訓練実施計画 
 
 
１ 総説 
⑴ （略） 
⑵計画期間 
令和７年４月１日から令和８年３月31日までとする。 

⑶（略） 
 
２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

⑴ 地域の人材ニーズ 
東京都地域職業能力開発促進協議会において、中小・零細企業で全体的に人手不足
が課題であり、特に製造業（ものづくり等の分野）での人材確保が困難な状況にあ
ることが確認された。また、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の加速に
対応するための人材も不足しているなか、ＤＸ導入に費用がかかることや、企業内
育成が困難な企業も多く、デジタル推進人材の確保・育成も喫緊の課題となってい
る。 
⑵ 労働市場の動向 
東京都の令和６年12月の一般職業紹介状況は、有効求人倍率1.76倍、新規求人倍
率3.53 倍であった。令和６年（暦年）分の有効求人倍率は1.77 倍で前年比0.01
Ｐ低下し、新規求人倍率は3.64倍で前年比0.09Ｐ上昇した。また、令和６年12月
の全国の完全失業率（総務省統計局）は2.4％であり、令和６年（暦年）分平均で
は2.5％、前年比0.1Ｐの低下となった。雇用失業情勢は緩やかに持ち直している
ものの、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。 
 
⑶ 職業訓練の実施状況 

  令和６年度（12月時点）及び５年度の職業訓練実施状況は以下のとおりである。 
ア 令和６年度における公的職業訓練の入校者（受講者）数 

（令和６年12月末現在） 
(ｱ) 公共職業訓練（離職者訓練）      7,776人 
(ｲ) 公共職業訓練（在職者訓練）      10,063人 
(ｳ) 公共職業訓練（学卒者訓練）         480人 
(ｴ) 障害者に対する公共職業訓練         576人 
(ｵ) 求職者支援訓練             3,912人 

イ 令和５年度における公的職業訓練の就職率（注） 
(ｱ) 公共職業訓練（離職者訓練）        60.4％ 
(ｲ) 公共職業訓練（学卒者訓練）        89.0％ 

 
令和８年度 東京都地域職業訓練実施計画 
 
 
１ 総説 

⑴ （略） 
⑵ 計画期間 

令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 
⑶ （略） 

 
２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

⑴ 地域の人材ニーズ 
 東京都地域職業能力開発促進協議会において、中・小規模事業者で理系の人材やエ
ッセンシャルワーカーの人手不足が課題であり、また、製造業（ものづくり等の分
野）や介護・福祉業界などでの人材確保が困難な状況にあることが確認された。加
えて、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の加速に対応するための人材も
不足しているなか、従業員のスキル不足や、企業内育成が困難な企業も多く、デジ
タル推進人材の確保・育成も喫緊の課題となっている。 
⑵ 労働市場の動向 
東京都の令和７年12月の一般職業紹介状況は、有効求人倍率1.75倍、新規求人倍
率3.51 倍であった。令和７年（暦年）分の有効求人倍率は1.73 倍で前年比0.04
Ｐ低下し、新規求人倍率は3.52倍で前年比0.12Ｐ低下した。また、令和７年12月
の全国の完全失業率（総務省統計局）は2.6％であり、令和７年（暦年）分平均で
は2.5％と前年同率となった。雇用情勢は求人が求職を上回って推移しているもの
の、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。 
 
⑶ 職業訓練の実施状況 

  令和７年度（12月時点）及び６年度の職業訓練実施状況は以下のとおりである。 
ア 令和７年度における公的職業訓練の入校者（受講者）数 

（令和７年12月末現在） 
(ｱ) 公共職業訓練（離職者訓練）      7,845人 
(ｲ) 公共職業訓練（在職者訓練）       8,955人 
(ｳ) 公共職業訓練（学卒者訓練）         449人 
(ｴ) 障害者に対する公共職業訓練         548人 
(ｵ) 求職者支援訓練             3,728人 

イ 令和６年度における公的職業訓練の就職率（注） 
(ｱ) 公共職業訓練（離職者訓練）        64.9％ 
(ｲ) 公共職業訓練（学卒者訓練）        86.1％ 
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(ｳ) 障害者に対する公共職業訓練        26.4％ 
(ｴ) 求職者支援訓練 基礎コース        55.0％ 

            実践コース        57.5％ 
（注） 令和５年４月から令和６年３月の間に終了した公的職業訓練における訓練

修了者等の訓練修了後３か月の就職率である。 
  

 
⑷ 課題等 
（略） 

一方、デジタル分野（特にWEBデザイン）については、求職ニーズは高いものの就
職率が低くなっており、職業訓練効果の向上や就職支援の強化が課題となってい
る。 
また、ＤＸの加速でデジタル推進人材のニーズはさらに増し、急速な技術の進展を
踏まえた人材の育成が求められていることから、人材ニーズに即した職業訓練の実
施、就職率の向上に取り組む必要がある。  （略） 

 
３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 
令和７年度における離職者等を対象とする職業訓練については、人手不足分野及び

IT分野等成長が見込まれる分野における人材育成に重点を置き、非正規雇用労働者、
女性、高齢者、障害者など多様な求職者の特性や事情を踏まえた訓練を実施する。 
（略） 
 さらに、介護分野の職業訓練効果の向上のため、次のとおり訓練実施機関へカリキ
ュラム等の改善促進策を周知する。 

① 職場見学・企業実習等の介護現場を知る機会を付与することによって、ミス
マッチを防ぎ採用の可能性が高まるばかりでなく、採用後の定着支援にも効
果的であること。 

② 訓練コースの広報発信力を強化することにより、受講者獲得に繋がること。 
③ 多様な働き方があること（勤務体系は施設によって異なる・介護現場だけで

なく販売やドライバーなどの関連職種もある）をキャリアコンサルティング
や就職支援時に助言すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 計画期間中の公共職業訓練（東京都）の対象者数等 

⑴ 離職者に対する公共職業訓練 
 ア （略） 

(ｳ) 障害者に対する公共職業訓練        25.7％ 
(ｴ) 求職者支援訓練 基礎コース        63.1％ 
           実践コース        60.6％ 

（注） 令和６年４月から令和７年３月の間に終了した公的職業訓練における訓練
修了者等の訓練修了後３か月の就職率である。 

 
 

⑷ 課題等 
（略） 

一方、デジタル分野（特にWEBデザイン）については、求職ニーズは高いものの就
職率が低くなっており、職業訓練効果の向上や就職支援の強化が課題となってい
る。 
また、ＤＸの加速でデジタル推進人材のニーズはさらに増し、急速な技術の進展を
踏まえた人材の育成が求められていることから、人材ニーズに即した職業訓練の実
施、就職率の向上に取り組む必要がある。 （略） 

 
３ 計画期間中の公的職業訓練の実施方針 
令和８年度における離職者等を対象とする職業訓練については、人手不足分野及び

IT分野等成長が見込まれる分野における人材育成に重点を置き、非正規雇用労働者、
女性、高齢者、障害者など多様な求職者の特性や事情を踏まえた訓練を実施する。 
（略） 
さらに、旅行・観光分野の職業訓練効果の向上のため、次のとおり訓練実施機関へ

カリキュラム等の改善促進策を周知する。 
① 授業やキャリアコンサルティングの中で、旅行会社でのカウンターや企画・

営業、添乗員、通訳ガイド、ホテル・旅館でのフロント業務、客室清掃等の旅
行・観光業の業務内容が多岐に渡っていることについての理解を深めること
が有効であること。 

② 近年増加しているシニア層の訓練受講者はパート、派遣、個人事業主等、多様
な働き方を求めている。一方で、若年層の訓練受講者の多くは正社員を希望
しており、年齢や希望の働き方など個々のニーズに合わせた就職支援及びキ
ャリアコンサルティングの実施が求められること。 

③ 旅行・観光業界で就労するには、英語を中心とした語学力が求められるが、職
業訓練期間中での語学習得は難しいことから、語学学習の必要性を理解して
もらい、個人での学習を奨励する必要があること。 

④ 旅行・観光業においては、コミュニケーションスキルを重視する企業が多い
ため、訓練カリキュラムにおいてビジネスマナー等を設定したり、グループ
ワーク形式で、コミュニケーション能力を向上させることにより、旅行・観光
関連の企業への採用の可能性を高めることができること。 

 
４ 計画期間中の公共職業訓練（東京都）の対象者数等 

⑴ 離職者に対する公共職業訓練 
  ア （略） 
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 イ 人手不足分野の人材確保のため、介護福祉士などの専門人材や関連サービスに
携わる人材を育成する訓練を実施する。また、地域のものづくり企業のニーズ
を踏まえた機械、電気、建築などの訓練について、ＤＸ・ＧＸ関連機材を導入
し、企業のＤＸ化を推進する人材を育成する。 

ウ （略） 
エ （略） 
オ （略） 
カ 離職者訓練にかかる就職率は、施設内訓練で82.5％、委託訓練で75％を目指す。 
 
 

＜令和７年度訓練規模＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※委託訓練の令和７年度定員規模における各分野別の数値は、変動する場合もある。 
 

 
⑵ 在職者に対する公共職業訓練 

ア(ｱ)～(ｶ) （略） 
  
 
 

 イ 人手不足分野の人材確保のため、介護福祉士などの専門人材や関連サービスに
携わる人材を育成する訓練を実施する。また、地域のものづくり企業のニーズ
を踏まえた機械、電気、建築などの訓練について、ＤＸ・ＧＸ関連機材を導入
し、企業のＤＸ化を推進する人材を育成する。 

ウ （略） 
エ （略） 
オ （略） 
カ 改築した城南職業能力開発センター大田校において、地域の様々な主体と連携

したものづくり産業の魅力発信やキャリア教育等を行う。 
キ 離職者訓練にかかる就職率は、施設内訓練で82.5％、委託訓練で75％を目指す。 

 
＜令和８年度訓練規模＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※委託訓練の令和８年度定員規模における各分野別の数値は、変動する場合もある。 
    
 

⑵ 在職者に対する公共職業訓練 
ア(ｱ)～(ｶ) （略） 
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＜令和７年度訓練規模＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 生産性向上支援訓練 

生産性向上支援訓練は、企業や事業主団体の生産性の向上に必要な知識等の習得
を支援するための従業員向けの短期間（４時間以上30時間以下）の訓練。 

専門的な知見やノウハウを有する民間機関等の教育資源を活用（民間委託）して
実施。受講対象者は、経営者、事業主から指示を受けたパート、アルバイト社員含む
在職者。 

   令和２年度から生涯現役社会（70歳）の実現に向けた事業の一環として、
「ミドルシニアコース」を開始、令和４年度からＤＸの推進に必要な知識を習得する
ための「ＤＸ対応コース」を実施している。令和５年度から「好きな時間に好きな講
座を受講してもらう e ラーニング方式」のサブスクリプション型生産性向上支援訓練
を開始している。 

＜令和７年度訓練規模＞ 

 
 
 
 
 
 
 

＜令和８年度訓練規模＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 生産性向上支援訓練 
  生産性向上支援訓練は、企業や事業主団体の生産性の向上に必要な知識等の習得
を支援するための従業員向けの短期間（４時間以上30時間以下）の訓練。 
  専門的な知見やノウハウを有する民間機関等の教育資源を活用（民間委託）して
実施。受講対象者は、経営者、事業主から指示を受けたパート、アルバイト社員含む
在職者。 
   令和２年度から生涯現役社会（70歳）の実現に向けた事業の一環として、「ミド
ルシニアコース」を開始、令和４年度からＤＸの推進に必要な知識を習得するための
「ＤＸ対応コース」を実施している。令和５年度から「好きな時間に好きな講座を受
講してもらう e ラーニング方式」のサブスクリプション型生産性向上支援訓練が開始
され、令和７年度からＤＸ対応コースの追加を行った。 
 
＜令和８年度訓練規模＞ 
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⑶ 学卒者に対する公共職業訓練 
ア、 イ（略） 

 

＜令和７年度訓練規模＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ 障害者に対する公共職業訓練 
ア 施設内訓練 
(ｱ)東京障害者職業能力開発校（国立・都営）において、身体障害者、知的障害者、
精神障害者、発達障害者を対象に、特例子会社を始めとする就職先において障害者
の業務としてのニーズの高い一般事務、調理、清掃、品出し、プログラミングなど
の訓練を実施する。また、現在、企業で働く準備に取り組む生徒の受け入れ先とし
て設置している就業支援科を修了後、オフィスワーク科と調理・清掃サービス科へ
続けてステップアップできる取り組みを実施しているが、令和７年度は増加傾向に
ある精神・発達障害者など配慮を要する訓練生に対応するため、連続入校先を拡充
する。 

 
(ｲ)～(ｴ) （略） 

 
 
 
 
 
 
イ 委託訓練（略） 

 
ウ 障害者訓練にかかる就職率は施設内訓練70％、委託訓練55％を目指す。 

＜令和７年度訓練規模＞ 

訓練区分 定員 
施設内訓練 320人 
委託訓練 750人 

 

⑶ 学卒者に対する公共職業訓練 
 ア、イ（略） 
 
    
＜令和８年度訓練規模＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ 障害者に対する公共職業訓練 
ア 施設内訓練 

   (ｱ) 東京障害者職業能力開発校（国立・都営）において、身体障害者、知的障
害者、精神障害者、発達障害者を対象に、特例子会社を始めとする就職先にお
いて障害者の業務としてのニーズの高い一般事務、調理、清掃、品出し、プロ
グラミングなどの訓練を実施する。 
また、企業で働く準備に取り組む生徒の受け入れ先として設置している就業
支援科を修了後、オフィスワーク科、調理・清掃サービス科、職域開発科への
連続入校を可能とすることで、専門性を高めて就業を目指すためのステップ
アップを図る。 

 
(ｲ)～(ｴ) （略） 

   (ｵ) 東京障害者職業能力開発校付属寮については、これまで身体障害者かつ、
通校が困難な方を入寮対象としていたところ、令和８年度より、増加傾向にあ
る精神・発達障害者への対応を可能とするべく、寮運営を民間事業者に委託し
体制強化を図るとともに、入寮対象者を障害を問わず通校が困難な方に拡大
する。 

 
  イ 委託訓練 （略） 
    

ウ 障害者訓練にかかる就職率は施設内訓練70％、委託訓練55％を目指す。 

＜令和８年度訓練規模＞ 

訓練区分 定員 
施設内訓練 320人 
委託訓練 750人 
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⑸ 求職者支援訓練 
ア 対象者数等 
非正規雇用労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができ

ない者等に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう 5,207 人
程度に訓練機会を提供するため、訓練認定規模7,037人を上限とする。 

 （略） 
 

イ 実施規模と分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各月の各分野の計画数を地域優先枠の割合で案分した結果が15人を下回る場合、
原則として15人まで切り上げることとする。 
※ 地域枠の設定は、区部とその他地域の比率を全ての分野において８対２とする。 
※ 通所によらない訓練（ｅラーニングコース及びフルオンライン）は実践コースの
定員数の１割を上限として実施するものとし、各月の実施科目、定員設定数は東京労
働局と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部との協議により決定す
る。     
※ デジタル系は、ＩＴ分野とデザイン分野のうちＷＥＢデザイン系を合わせたもの。 
※ すべての分野においてそれぞれの訓練分野の特性を踏まえた「デジタルリテラシ
ー」を含むカリキュラムを設定する。 
 

ウ 上記イのうち、新規参入枠は次のとおりとする。 
 
 
 
 
 

 
⑸ 求職者支援訓練 
ア 対象者数等 
非正規雇用労働者や自営廃業者などの雇用保険の基本手当を受けることができ

ない者等に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう 4,814 人
程度に訓練機会を提供するため、訓練認定規模7,037人を上限とする。 

  (略) 
     

イ 実施規模と分野 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各月の各分野の計画数を地域優先枠の割合で案分した結果が15人を下回る場合、
原則として15人まで切り上げることとする。 
※ 地域枠の設定は、区部とその他地域の比率を全ての分野において８対２とする。 
※ 通所によらない訓練（ｅラーニングコース及びフルオンライン）は実践コースの
定員数の１割を上限として実施するものとし、各月の実施科目、定員設定数は東京労
働局と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部との協議により決定す
る。     
※ デジタル系は、ＩＴ分野とデザイン分野のうちＷＥＢデザイン系を合わせたもの。 
※ 全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーや情報セキュリ
ティに関するリテラシーの向上促進を図る。 
 

ウ 上記イのうち、新規参入枠は次のとおりとする。 
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エ 就職率に係る目標 
  求職者支援訓練修了者の就職率（雇用保険適用就職率）は、基礎コースで58％、

実践コースで63％を目指す。 
オ その他計画に係る留意事項 
(ｱ)（略） 
(ｲ)東京においては、１か月ごとに求職者支援訓練を認定することとする。 
なお、認定に当たっては、都内ハローワークの新規求職者の動向も勘案の上、東京
都が実施する公共職業訓練（施設内・委託訓練）の月別計画状況も踏まえて認定す
ることとする。 
(ｳ) (略) 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

⑴ 関係機関との連携 
公共職業訓練（離職者訓練）と求職者支援訓練をとおして、訓練規模・分野・時期
を設定し、職業訓練の受け皿や受講者を適切に確保するとともに、職業訓練を効果
的に実施し、訓練修了者の就職を実現していく上で、国や都道府県の関係行政機関
はもとより、地域の訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解及び協力が不可
欠である。 
このため、令和７年度においても、東京都地域職業能力開発促進協議会を開催して、
関係者の連携・協力の下に、地域の人材ニーズを踏まえた計画的で実効ある職業訓
練の推進に資することとする。 
 
⑵ 公的職業訓練効果の把握・検証 
東京都地域職業能力開発促進協議会において、公的職業訓練効果検証ワーキンググ
ループを設置し、適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コー
スについて、訓練修了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検
証し、訓練カリキュラム等の改善を図る。 

 
 
 

⑶ ～(5) （略） 
 
⑹ 地域リスキリング推進事業 

(略) 
 なお、令和７年度に実施する地域リスキリング事業については、事業名・事業概
要を記載した一覧を令和７年度に開催される東京都地域職業能力開発促進協議会
において報告する。 
 

エ 就職率に係る目標 
  求職者支援訓練修了者の就職率（雇用保険適用就職率）は、基礎コースで60％、

実践コースで63％を目指す。 
オ その他計画に係る留意事項 

 (ｱ) (略) 
(ｲ) 東京においては、１か月ごとに求職者支援訓練を認定することとする。 
なお、訓練の計画については、都内ハローワークの新規求職者の動向も勘案の上、
東京都が実施する公共職業訓練（施設内・委託訓練）の月別計画状況も踏まえて
設定することとする。 
(ｳ) (略) 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

⑴ 関係機関との連携 
公共職業訓練（離職者訓練）と求職者支援訓練をとおして、訓練規模・分野・時期
を設定し、職業訓練の受け皿や受講者を適切に確保するとともに、職業訓練を効果
的に実施し、訓練修了者の就職を実現していく上で、国や都道府県の関係行政機関
はもとより、地域の訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解及び協力が不可
欠である。 
このため、令和８年度においても、東京都地域職業能力開発促進協議会を開催して、
関係者の連携・協力の下に、地域の人材ニーズを踏まえた計画的で実効ある職業訓
練の推進に資することとする。 

 
⑵ 公的職業訓練効果の把握・検証 
東京都地域職業能力開発促進協議会において、公的職業訓練効果検証ワーキンググ
ループを設置し、適切かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コー
スについて、訓練修了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検
証し、訓練カリキュラム等の改善を図る。加えて訓練効果の検証結果等が訓練カリ
キュラム改善により資するよう、ＰＤＣＡサイクルの仕組みについて見直しを検討
する。 
 
⑶ ～(5) （略） 

 
⑹ 地域リスキリング推進事業 

(略) 
  なお、令和８年度に実施する地域リスキリング事業については、事業名・事業概
要を記載した一覧を令和８年度に開催される東京都地域職業能力開発促進協議会
において報告する。 

 


